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非
常
用
サ
イ
レ
ン
の
吹

鳴
に
つ
い
て

合
併
処
理
浄
化
槽
の
設

置
費
用
の
一
部
を
補
助

県
か
ら
土
砂
災
害
防
止

法
に
基
づ
く
現
地
調
査

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
宇
部
障

害
者
就
職
面
接
会
の
実

施

11
月
は
「
労
働
保
険
適

用
促
進
強
化
期
間
」

美
祢
市
消
防
本
部
で
は
、
11
月

９
日
火
か
ら
の
「
秋
季
全
国
火
災

予
防
運
動
」
開
始
の
周
知
と
非
常

用
サ
イ
レ
ン
の
機
能
を
点
検
す
る

た
め
、
次
の
と
お
り
非
常
用
サ
イ

レ
ン
を
吹
鳴
し
ま
す
。

日　

時　

11
月
９
日
火

６
時
か
ら
20
秒
間

場　

所　

消
防
本
部
、
サ
イ
レ
ン

設
置
消
防
団
部
隊
機
庫
、
秋
芳

町
・
美
東
町
サ
イ
レ
ン
設
置
場

所
そ
の
他

・
火
災
時
の
サ
イ
レ
ン
と
間
違
わ

な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

・
万
一
、実
火
災
が
発
生
し
た
場

合
は
、直
ち
に
火
災
時
の
サ
イ

レ
ン
吹
鳴
を
開
始
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

美
祢
市
消
防
本
部

〔
☎
０
８
３
７(

52)

２
１
７
６
〕

市
で
は
、
公
共
下
水
道
事
業
認

可
区
域
及
び
農
業
集
落
排
水
事
業

県
で
は
、「
土
砂
災
害
警
戒
区

域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対

策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」（
土

砂
災
害
防
止
法
）
に
基
づ
き
、
土

目　

的　

障
害
者
が
そ
の
適
性
と

能
力
に
応
じ
た
職
業
に
就
く
こ

と
に
よ
り
、
社
会
参
加
が
可
能

と
な
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し

て
、
企
業
の
障
害
者
雇
用
へ
の

積
極
的
な
取
組
み
を
促
し
、
働

く
こ
と
を
希
望
す
る
障
害
者
と

企
業
と
の
出
会
い
の
場
を
提
供

労
働
保
険
は
原
則
と
し
て
労
働

者
を一人
で
も
雇
用
し
て
い
れ
ば
適

用
事
業
と
な
り
、
そ
の
事
業
主
は

保
険
成
立
手
続
き
を
行
い
、
労
働

保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

な
お
、
詳
し
く
は
次
の
問
合
せ

先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
宇
部

〔
☎
０
８
３
６(

31)

０
１
６
４
〕

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

日　

時　

11
月
30
日
火

13
時
〜
15
時
30
分

場　

所　

と
き
わ
湖
水
ホ
ー
ル

〔
宇
部
市
沖
宇
部
２
５
４
番
地

（
常
盤
公
園
内
）
☎
０
８
３
６

(

51)

７
０
５
７
〕

内　

容

・
障
害
者
と
企
業
と
の
個
別
の
就

職
面
接
会

・
障
害
者
雇
用
に
関
す
る
各
種
援

護
制
度
の
説
明

・
障
害
者
雇
用
相
談
コ
ー
ナ
ー
の

設
置

対　

象　

事
業
主
及
び
就
職
を
希

望
す
る
障
害
者

問
合
せ
先　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
宇
部

〔
☎
０
８
３
６(

31)

０
１
６
４
〕

砂
災
害
発
生
の
恐
れ
の
あ
る
箇
所

に
つ
い
て
の
現
地
調
査
を
今
年
度

か
ら
実
施
し
ま
す
。

今
年
度
は
美
東
地
域
、
秋
芳
地

域
及
び
美
祢
地
域
の
一
部
に
お
い

て
実
施
し
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を

お
顔
い
し
ま
す
。

現
地
調
査
に
際
し
て
は
、
調
査

員
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
身
分

証
明
書
を
携
行
し
ま
す
が
、
原
則

と
し
て
道
路
や
河
川
敷
等
か
ら
の

調
査
と
し
ま
す
。

な
お
、
民
地
へ
の
立
ち
入
り
が

必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
関

係
者
の
了
解
の
も
と
、
実
施
す
る

予
定
で
す
。

調
査
期
間　

平
成
22
年
11
月
15
日

〜
平
成
23
年
２
月
未
ま
で
の
、

８
時
〜
18
時
ま
で
の
予
定

調
査
範
囲　

美
東
地
域
、
秋
芳

地
域
及
び
美
祢
地
域
（一部
）

問
合
せ
先

県
宇
部
土
木
建
築
事
務
所

〔
☎
０
８
３
６(

21)

７
１
２
５
〕

問
合
せ
先

　

山
口
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

〔
☎
０
８
３(

９
２
２)

２
２
９
５

〒
７
５
３ｰ

８
５
７
７
山
口
市
中

河
原
町
６ｰ
16
〕
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人
権
擁
護
委
員
の
委
嘱

の
お
知
ら
せ

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら

せ〜相
続
又
は
贈
与
等
に
係
る
生
命

（
損
害
）
保
険
契
約
等
基
づ
く
年

金
の
税
務
上
の
取
扱
い
の
変
更
に

つ
い
て
〜

大
学
・
短
大
等
へ
の
進

学
資
金

〜
県
・
市
町
中
小
企
業
勤
労
者

小
口
資
金
貸
付
制
度
〜

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
最
低
賃

金
！
使
用
者
も
労
働
者

も

平
成
23
年
美
祢
市
成
人

式
の
ご
案
内

　

法
務
大
臣
か
ら
次
の
人
が
人
権

擁
護
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

◎
委
嘱
さ
れ
た
人
権
擁
護
委
員

（
敬
称
省
略
）

篠
田　

修
二

（
秋
芳
町
別
府
湯
の
上
）

楳
寿　

昭
治

（
秋
芳
町
岩
永
下
郷
平
佐
）

藤
野　

育
子

（
秋
芳
町
秋
吉
上
随
徳
）

人
権
擁
護
委
員
は
、
す
べ
て
の

人
権
問
題
に
つ
い
て
、
必
要
な
助

言
や
関
係
官
公
署
を
紹
介
す
る
な

ど
、
正
し
い
権
利
を
持
っ
て
い
る

相
続
、
贈
与
等
に
よ
り
取
得
し

た
生
命
保
険
契
約
や
損
害
保
険

契
約
等
に
係
る
年
金
の
所
得
税
の

取
扱
い
を
改
め
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。こ

の
取
扱
い
の
変
更
に
よ
り
、

所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.nta.go

.jp

）

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
厚
狭
税
務

署
に
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

厚
狭
税
務
署

〔
☎
０
８
３
６(

72)
０
１
８
０
〕

次
の
人
を
対
象
に
、
大
学
、
短

期
大
学
等
へ
の
進
学
資
金
を
貸
付

ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

貸
付
対
象
者　

中
小
企
業
勤
労
者

で
県
内
に
居
住
し
、
同
一
事
業

所
に
１
年
以
上
勤
務
し
て
い
る

人
貸
付
限
度
額　

３
０
０
万
円

償
還
期
間　

10
年
以
内
（
う
ち
在

山
口
県
最
低
賃
金
が
改
正
さ
れ

ま
し
た
。

１
時
間　

６
８
１
円

（
効
力
発
生
日
：
平
成
22
年
10

月
29
日
）

　

パ
ー
ト
ア
ル
バ
イ
ト
等
を
含
め

す
べ
て
の
労
働
者
に
最
低
賃
金
以

上
の
賃
金
が
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
次
の
問

合
せ
先
ま
で
ご
連
絡
く
い
た
だ
く

か
、
最
寄
り
の
労
働
基
準
監
督
署

に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

厚
生
労
働
省
山
口
労

働
局
賃
金
室

〔
☎
０
８
３(

９
９
５)

０
３
７
２
〕

　

平
成
23
年
１
月
９
日
日
に
行
わ

れ
る
成
人
式
の
案
内
を
該
当
者
に

送
付
し
ま
し
た
が
、
次
に
該
当
す

る
人
で
ま
だ
案
内
が
届
い
て
い
な

い
人
は
、
社
会
教
育
課
ま
で
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

該
当
者　

平
成
２
年
４
月
２
日

〜
平
成
３
年
４
月
１
日
生
ま
れ

で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人

○
市
内
に
住
民
登
録
ま
た
は
外
国

人
登
録
を
し
て
い
る
人

◯
就
職
、
進
学
な
ど
で
市
外
に
転

出
し
て
い
る
が
、
美
祢
市
成
人

式
に
出
席
を
希
望
す
る
人

問
合
せ
先　

社
会
教
育
課

〔
☎
０
８
３
７(
52)

５
２
６
１
〕

学
期
間
中
で
４
年
以
内
の
据
置

可
）

貸
付
利
率　

年
２・０
％
（
別
に
保

証
料
が
必
要
）

※
高
等
学
校
等
の
教
育
資
金
に
つ

い
て
は
、
限
度
額
１
０
０
万
円
、

償
還
期
間
10
年
以
内
（
据
置
な

し
）

申
込
先　

中
国
労
働
金
庫
（
貸
付

け
に
当
た
っ
て
は
、
中
国
労
働

金
庫
の
審
査
が
あ
り
ま
す
。）

問
合
せ
先　

商
工
労
働
課

〔
☎
０
８
３
７(

52)

５
２
２
４
〕

県
労
働
政
策
課

〔
☎
０
８
３(

９
３
３)

３
２
１
０
〕

中
国
労
働
金
庫
（
取
扱
金
融
機

関
）

人
が
泣
き
寝
入
り
し
な
く
て
い
い

よ
う
解
決
の
手
助
け
を
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

地
域
福
祉
課

〔
☎
０
８
３
７(

52)

５
２
２
８
〕

実
施
区
域
を
除
く
市
内
全
域
で
、

専
用
住
宅
に
処
理
対
象
人
員
10
人

以
下
の
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置

し
よ
う
と
す
る
人
に
対
し
、
予
算

の
範
囲
内
で
補
助
金
を
交
付
し
ま

す
。合

併
処
理
浄
化
槽
は
、
し
尿
お

よ
び
生
活
排
水
を
処
理
し
、
き
れ

い
な
水
を
放
流
す
る
こ
と
で
身
近

に
あ
る
小
川
や
水
路
の
水
環
境
を

守
る
と
と
も
に
、
ト
イ
レ
の
水
洗

化
に
よ
り
快
適
な
生
活
を
送
る
こ

と
が
出
来
ま
す
。

単
独
浄
化
槽
を
設
置
さ
れ
て
い

る
人
は
、
生
活
雑
排
水
を
処
理
す

る
た
め
に
も
、
合
併
処
理
浄
化
槽

へ
の
転
換
を
お
勧
め
し
ま
す
。

な
お
、
補
助
基
数
に
は
限
り
が

あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問
い

合
せ
下
さ
い
。

補
助
金
額

・
５
人
槽　

３
３
２
，０
０
０
円

・
７
人
槽　

４
１
４
，０
０
０
円

・
10
人
槽　

５
４
８
，０
０
０
円

申
請
方
法　

市
生
活
環
境
課
お
よ

び
各
総
合
支
所
に
備
え
付
け
の

補
助
金
交
付
申
請
書
に
必
要
書

類
を
添
付
し
、
事
前
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
浄
化
槽

工
事
事
業
者
を
通
じ
て
、
申
請

出
来
ま
す
。

問
合
せ
先　

生
活
環
境
課

〔
☎
０
８
３
７(

53)

１
０
９
０
〕

美
東
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

〔
☎
０
８
３
９
６(

２)

５
０
０
９
〕

秋
芳
総
合
支
所
市
民
福
祉
課　

〔
☎
０
８
３
７(

62)

１
９
１
０
〕


